
事業報告

（ 2 ） 当事業年度中に退任し た取締役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由
退 任 時 の 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

川 路 泰 三 2 0 2 4年６ 月2 7日 任期満了
取締役マーケティ ング渉外統括

テ ク ノ ワーク ス株式会社代表取締役社長

（ 3 ） 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、 被保険者がその期待さ れる 役割を 十分に発揮するこ と ができ る よう 、 会社法第43 0 条の３ 第１ 項

に規定する 役員等賠償責任保険契約を保険会社と の間で締結し 、 被保険者が会社の役員と し ての業務につい

て行っ た行為（ 不作為を 含みます。） に起因し て、 当社、 株主、 従業員、 その他第三者から 損害賠償請求がな

さ れたこ と により 、 被保険者が負担する こ と と なっ た損害賠償金や訴訟費用等を 填補する こ と と し ており ま

す。 ただし 、 贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を 行っ た役員の損害等は補償対象外と する こ と によ

り 、 役員の職務の執行の適正性が損なわれないよう に措置を講じ ており ます。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社の子会社の取締役、 監査役および執行役員であり 、

すべての被保険者について、 その保険料を特約部分も 含めて全額当社が負担し ており ます。

（ 4 ） 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、 取締役の個人別の報酬等の内容に係る 決定方針(以下、「 決定方針」 と いいます。 )を 定めており 、

決定方針は、 役員の指名や報酬に関する決定手続き において、 客観性及び透明性を 確保し 、 社外役員の見識

を十分に生かすため、 取締役会の決議に基づき 設置し た「 指名・ 報酬委員会」 が策定し た原案を、 取締役会

で審議し 決議し ており ます。 決定方針の内容の概要は以下の通り です。

１ ． 取締役の報酬については、 金銭報酬と し ての月例の固定報酬及び連結営業利益等の業績評価指標の目標

に対する 達成度合い等に応じ て後払いで支給する 年１ 回の賞与のほか、 非金銭報酬と し ての譲渡制限付株式

報酬について、 2 021 年６ 月2 9 日開催の第7 2 回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、 取締役（ 社外取

締役を除く 。） に対し て金銭報酬債権を支給し 、 その給付と 引き 換えに当社の普通株式について発行又は処分

を行う も のと する。

２ ． 各取締役の個人別の報酬の総額並びに各報酬の額及び構成割合については、 会社の業績及び経営戦略等

を踏まえ、 各取締役の職責及び業績に応じ たも のにする と と も に、 適切なイ ンセン ティ ブの付与がなさ れる

よう に決定する も のと し 、 かかる 観点から 、 月例の固定報酬については役位に応じ た額、 賞与については連

結営業利益等の業績評価指標の目標に対する 達成度合い等に応じ た役位別の額の算定方法、 譲渡制限付株式

報酬については役位に応じ たイ ン センティ ブと し て適切な数を定めるも のと する。

３ ． 取締役の個人別の報酬等の内容は、 役位別の報酬体系によ るも のと し 、 役位別の報酬体系及び同報酬体

系に則し た取締役の個人別の報酬は、「 指名・ 報酬委員会」 において原案を 策定し 、 取締役会において、「 指

名・ 報酬委員会」 が策定し た原案を可能な限り 尊重し て決定するも のと する。

取締役会と いたし まし ては、 取締役の個人別の報酬等の内容は、 上記の役位別の報酬体系に則し て決定さ

れており 、 決定方針に沿う も のであると 判断し ており ます。

監査役の報酬は、 株主総会で決議さ れた報酬総額の範囲内で、 監査役会における 協議により 、 決定し てお

り ます。
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② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の金銭報酬の額は、 2 0 22 年６ 月2 9 日開催の第7 3 回定時株主総会において年額３ 億円以内と 決

議し ており ます。 同株主総会終結時点の取締役の員数は９ 名です。 また、 非金銭報酬と し ての譲渡制限付株

式報酬制度によ る 金銭報酬債権及びその給付と 引き 換えに発行又は処分する 当社の普通株式については、

2 0 21 年６ 月29 日開催の第72 回定時株主総会において年額１ 億円以内かつ年6 0 千株以内で決定するこ と と し

て決議し ており ます。 同株主総会終結時点の取締役の員数は７ 名（ う ち、 社外取締役は４ 名） です。

監査役の金銭報酬の額は、 2 0 0 8年６ 月2 7 日開催の第5 9 回定時株主総会において年額6 0 百万円以内と 決議

し ており ます。 同株主総会終結時点の監査役の員数は５ 名です。

③ 業績連動報酬等に関する事項

当社は、 役位別の報酬体系に則し て、 金銭報酬の概ね2 0 ％を業績評価指標の達成度合いに応じ て年１ 回後

払いの賞与と し て支給する 業績連動報酬と し ており 、 経営戦略等を 踏まえた事業年度ごと の会社業績向上に

対する 意識を高める ため、 事業の収益力が直接的に反映さ れる 連結営業利益を 主な業績評価指標と し 、 役位
別に、 連結営業利益の期首公表予想に対する 達成率のほか、 株主還元率等も 加味し たう えで、 決定し ており

ます。

なお、 当事業年度の当社の連結営業利益は46 億2 8 百万円であり 、 期首公表予想に対する達成度合いは9 8 .5

％であり ます。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額

(百万円)
対象と なる

役員の員数

(名)固定報酬 賞与 非金銭報酬

取締役

(う ち社外取締役)

2 2 7
（ 3 7 ）

1 7 6
（ 3 7 ）

3 5
（ − ）

1 6
（ − ）

11
（ 5 ）

監査役

(う ち社外監査役)

5 4
（ 3 9 ）

5 4
（ 3 9 ）

−
（ − ）

−
（ − ）

5
（ 4 ）

（ 注） １ ． 上記賞与は、 当事業年度に費用計上し た額になり ます。
２ ． 上記非金銭報酬は、 譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、 割当契約により 退任までの間の譲渡禁止や一定の場合に当社が

無償取得するこ と 等を 約し たう えで当社普通株式を付与すると いう も のであり 、 上記の額は、 当事業年度に費用計上し た
額になり ます。

3 . 上記員数は、 2 0 2 4 年６ 月に退任し た取締役１ 名を含めて記載し ており ます。
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事業報告

（ 5 ） 社外役員に関する事項

① 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 出 席 状 況
主な活動状況と 期待さ れる役割に関し て

行っ た職務の概要

社 外

取 締 役

鈴 木 信 哉

取締役会

1 7 ／1 8 回

（ 9 4 ％）

指名・ 報酬

委員会

9／9 回

（ 10 0 ％）

取締役会において、 長年、 林業政策に携わっ た専
門的な知識と 経験を 生かし た発言を 行っ ており ま
す。 また、 指名・ 報酬委員会委員長と し て役員の
指名・ 報酬等に関する 妥当性判断に際し 、 積極的
な意見・ 提言を行っ ており ます。

小久保 崇

取締役会

1 8 ／1 8 回

（ 1 0 0 ％）

指名・ 報酬

委員会

9／9 回

（ 10 0 ％）

取締役会において、 企業法務を専門領域と し た弁
護士と し ての豊富な経験と 幅広い見識を生かし た
発言を 行っ ており ます。 また、 指名・ 報酬委員会
委員と し て役員の指名・ 報酬等に関する妥当性判
断に際し 、 積極的な 意見・ 提言を 行っ ており ま
す。

濱 田 清 仁

取締役会

1 8 ／1 8 回

（ 1 0 0 ％）

指名・ 報酬

委員会

9／9 回

（ 10 0 ％）

取締役会において、 公認会計士および税理士と し
ての職務を通じ た豊富な経験と 幅広い見識を 生か
し た発言を行っ ており ます。 また、 指名・ 報酬委
員会委員と し て役員の指名・ 報酬等に関する 妥当
性判断に際し 、 積極的な意見・ 提言を 行っ ており
ます。

田 村 潤

取締役会

1 7 ／1 8 回

（ 9 4 ％）

指名・ 報酬

委員会

9／9 回

（ 10 0 ％）

取締役会において、 民間企業における 代表取締役
と し ての豊富な経験と 高い見識を生かし た発言を
行っ ており ます。 また、 指名・ 報酬委員会委員と
し て役員の指名・ 報酬等に関する妥当性判断に際
し 、 積極的な意見・ 提言を 行っ ており ます。

筧 悦 子

取締役会

1 3 ／1 3 回

（ 1 0 0 ％）

指名・ 報酬

委員会

5／5 回

（ 10 0 ％）

取締役会において、 IT業界に長年在籍し た豊富な
経験と 幅広い見識を 生かし 、 特にIT・ D X、 人事
労務やダイ バーシティ に関する発言を 行っ ており
ます。 また、 指名・ 報酬委員会委員と し て役員の
指名・ 報酬等に関する 妥当性判断に際し 、 積極的
な意見・ 提言を行っ ており ます。

（ 注） 取締役筧悦子氏の出席状況は、 2 0 24 年6 月27 日の取締役就任以降のも のと なり ます。
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地 位 氏 名 出 席 状 況
主な活動状況と 期待さ れる役割に関し て

行っ た職務の概要

社 外

監 査 役

鈴 木 耕 典

取締役会

1 8／18 回

（ 1 0 0％）

監査役会

17 ／1 7 回

（ 1 00 ％）

取締役会において、 公認会計士と し ての豊富な経
験と 幅広い見識を 生かし た発言を 行っ ており ま
す。 また、 監査役会においても 、 意見交換や監査
事項の協議等を適宜行っ ており ます。

中 川 秀 宣

取締役会

1 8／18 回

（ 1 0 0％）

監査役会

17 ／1 7 回

（ 1 00 ％）

取締役会において、 弁護士と し ての豊富な経験と
幅広い見識を 生かし た発言を行っ ており ます。 ま
た、 監査役会においても 、 意見交換や監査事項の
協議等を適宜行っ ており ます。

野 間 幹 晴

取締役会

1 8／18 回

（ 1 0 0％）

監査役会

17 ／1 7 回

（ 1 00 ％）

取締役会において、 民間企業における社外取締役
の経験と 経営管理に関する研究を 通じ た見識を生
かし た発言を 行っ ており ます。 また、 監査役会に
おいても 、 意見交換や監査事項の協議等を 適宜行
っ ており ます。

柴 山 珠 樹

取締役会

1 8／18 回

（ 1 0 0％）

監査役会

17 ／1 7 回

（ 1 00 ％）

取締役会において、 金融機関における職務や監査
役と し ての豊富な経験を 生かし た発言を行っ てお
り ます。 また、 監査役会においても 、 意見交換や
監査事項の協議等を 適宜行っ ており ます。

② 責任限定契約の内容の概要

当社定款に基づき 、 社外役員全員と 締結し ている 責任限定契約の内容の概要は以下のと おり であり ま

す。

社外役員が任務を怠っ たこ と によ り 当社に損害を与えた場合において、 善意でかつ重大な過失がないと

き は、 当社に対する会社法第4 2 3 条第１ 項の責任については、 同法第42 5 条第１ 項に定める最低責任限度

額を 限度と し ており ます。
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事業報告

4 会計監査人の状況

（ 1 ） 名称 UHY東京監査法人

（ 2 ） 報酬等の額

報酬等の額

百万円

当事業年度に係る会計監査人と し ての報酬等の額 5 4

当社および子会社が会計監査人に支払う べき 金銭
その他の財産上の利益の合計額

6 6

（ 注） １ ． 当社と 会計監査人と の間の監査契約において、 会社法に基づく 監査と 金融商品取引法に基づく 監査の監査報酬等の額を 明
確に区分し ておら ず、 実質的にも 区分でき ませんので、 当事業年度に係る 会計監査人と し ての報酬等の額にはこ れら の合
計額を記載し ており ます。

２ ． 監査役会は、 会計監査人の監査計画の内容、 会計監査の職務遂行状況および報酬見積り の算出根拠等を 検討し た結果、 会
計監査人の報酬等は妥当と 判断し 、 こ れに同意いたし まし た。

（ 3 ） 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、 会計監査人の職務執行に支障がある場合のほか、 監査品質、 職務遂行状況など、 諸般の事情

等を総合的に勘案し 、 その必要があると 判断し た場合は、 会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的

事項と するこ と と いたし ます。

また、 会計監査人が会社法第3 4 0 条第１ 項各号に定める項目に該当し 、 適当な監査が期待し がたいと 認め

ら れる 場合は、 監査役全員の同意に基づき 会計監査人を解任するも のと し 、 こ の場合、 監査役会が選定し た

監査役は解任し た旨および解任の理由につき、 解任後最初に招集さ れる株主総会において報告するこ と と い

たし ます。
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業務の適正を 確保する ための体制およ び当該体制の運用状況

（ 1 ） 業務の適正を 確保する ための体制についての決定内容の概要

取締役会において定めた取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を

確保する ための体制その他会社の業務の適正を 確保する ための体制についての決

定内容の概要は以下のと おり であり ます。

① 取締役、 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を 確保する ため

の体制

イ ． 当社は、 コ ン プラ イ ア ン スの管理について 必要な事項を 定め、 も っ て 事業

の適正な 推進及び企業価値を 向上する こ と を 目的と し て、 コ ン プ ラ イ アン

ス管理規程を 制定し 、 全て の役職員に法令、 定款及び社内規則の遵守はも

と よ り 、 企業倫理及び社会規範に沿っ た行動を 徹底する 。

ロ ． 当社は、 当社グループ に関わる 法令の理解及び法令遵守の必要性の周知徹

底のため、 当社グループ の全役職員を 対象と し たコ ン プ ラ イ アン ス 研修を

定期的に実施する 。

ハ． 当社取締役会直属のサステ ナビ リ ティ 委員会は、 その配下にコ ン プ ラ イ ア

ン ス・ リ ス ク 管理部会を 設け、 同部会が主体と なり コ ン プ ラ イ ア ン ス体制

の維持及び向上を 図る ための施策の計画立案及び実施の監督を 行う と と も

に、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に関わる 事案等の情報共有、 分析並びに発生防止や

対策に関する 検討、 指導及び監督等を 行い、 必要に応じ て 同委員会を 通じ

て取締役会に報告及び提案を 行う 。

ニ． 当社代表取締役直属の内部監査室は、 他の管理部門や業務執行部門から 独

立し た組織と し て、 業務遂行における 法令、 定款及び社内規則の遵守状況

を 把握する ため、 内部監査規程に従い、 取締役会で 承認を 受けた内部監査

計画に基づき 、 計画的に内部監査を 実施する と と も に、 その結果を 内部監

査報告書と し て取り ま と め、 取締役会へ報告する 。 内部監査における 指摘

事項について は、 改善状況を 確認し 、 当社の内部管理体制の適正性を 確保

する 。

ホ． 当社は、 内部監査室及び外部の第三者機関を 窓口と する 内部通報制度の利

用を 促進し 、 当社グループ における 法令違反又はそのおそれのある 事実の

早期発見に努める 。

② 取締役の職務の執行に係る 情報の保存及び管理に関する 体制

当社は、 取締役の職務の執行に係る 情報について、 法令、 定款及び社内規則

に従い、 適切に文書又は電磁的記録を 作成し 、 保存、 管理する。 取締役及び監

査役は、 必要に応じ てこ れら 文書等を 閲覧でき る も のと する 。
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③ 損失の危険の管理に関する 規程その他の体制

イ ． 当社の企業運営に内在する リ ス ク については、 その防止のためにリ スク 管

理規程等の必要な社内規程を 整備し 、 こ れに基づく 業務遂行を 徹底する 。

ロ ． 当社は、 サス テ ナビ リ テ ィ 委員会の配下にコ ン プ ラ イ ア ン ス ・ リ ス ク 管理

部会及びマ テ リ ア リ テ ィ 部会を 設置し 、 両部会が連携し て 当社のリ ス ク を

特定する と と も に、 その顕現化の予防のための対応策の策定及び進捗状況

の確認を 行う 。

ハ． 当社は、 リ ス ク が顕在化し 、 当社及び関係者に重大な 影響を 及ぼす、 又は

及ぼす可能性がある 場合には、 危機管理委員会を 設置し 、 迅速な 対応を 図

る。

ニ． 損失の危険の管理に関する 状況及び新たに顕現化し たリ ス ク について は、

事案と 状況に応じ て取締役会に報告又は対応を 決定する 。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われる こ と を 確保する ための体制

当社は、 取締役の職務の執行が効率的に行われる よ う 、 取締役会規則に従い、

毎月１ 回の定例取締役会のほか、 必要に応じ て適宜臨時に開催し 、 取締役間の

情報共有と 迅速な意思決定を 図る と と も に、 各役職者の職務権限及び責任の明

確化を 図る 。

⑤ 当社及びその子会社から 成る 企業集団における 業務の適正を 確保する ための

体制

イ ． 当社は、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 管理規程を 定め、 全ての役職員に法令、 定款及

び社内規則の遵守はも と よ り 、 企業倫理及び社会規範に沿っ た行動を 徹底

する と と も に、 関係会社管理規程に従い、 子会社の重要な 業務執行を 当社

の決裁事項又は当社への報告事項と し 、 子会社の事業及び経営を 管理監督

する 。

ロ ． 当社は、 リ ス ク 管理規程を 定め、 当社グループ の全役職員に周知・ 徹底す

る と と も に、 リ ス ク マ ネジ メ ン ト に関する 研修を 定期的に実施する 。 サス

テ ナビ リ テ ィ 委員会配下のコ ン プ ラ イ ア ン ス ・ リ ス ク 管理部会は、 当社グ

ループ のコ ン プラ イ ア ン スやリ ス ク に関わる 事案等を 集約し 、 その分析並

びに発生防止や対策に関する 検討、 指導及び監督等を 行う 。 ま た、 当社内

部監査室は、 当社グループ の内部監査を 実施する ほか、 内部通報制度の統

括部署と し て、 当社グループ における 法令違反又はそのおそれのある 事実

の早期発見に努める 。

ハ． 当社管理本部経営企画部は、 子会社の事業運営に関する 重要な事項につい

て子会社から 報告を 受け、 協議を 行う 等、 子会社の業務を 適切に支援する 。

また、 グループ各社の代表者で組成する 会議を 定期的に開催し 、 経営方針

や戦略の共有及び事業進捗の確認等を 行う 。 こ れら によ り 子会社の取締役

等が効率的に職務を 執行でき る 体制を 構築する 。
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ニ． 当社は、 当社の取締役又は重要な 使用人等を 、 取締役又は監査役と し て 子

会社に派遣する。 当該取締役又は重要な使用人等が子会社における 取締役

等の職務執行の監督又は監査を 行う こ と によ り 、 子会社における 取締役等

の職務執行が法令、 定款及び社内規則に適合する よ う に努める 。

ホ． 当社は、 上記の体制及び取組み等を 通じ て、 グループ 全体の経営状況を 把

握し 、 業務の適正性を 確保する と と も に、 リ スク 管理を 推進する 。

⑥ 監査役がその職務を 補助すべき 使用人を 置く こ と を 求めた場合における 当該

使用人に関する 事項、 当該使用人の取締役から の独立性に関する 事項、 及び

当該使用人に対する 指示の実効性の確保に関する 事項

当社は、 監査役直属の監査役室を 設置する 。 監査役室には監査役の職務補助

に専従する 使用人を 置き 、 その人選及び配置転換等について は監査役の意見を

尊重し て 決定する と と も に、 当該使用人に対する 指揮命令権限は監査役に専属

さ せる。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告を する ための体制その他の監査役への報告

に関する 体制、 並びに報告し たこ と を 理由と し て 不利な 取扱いを 受けな いこ

と を 確保する ための体制

イ ． 当社及びその子会社の取締役は、 監査役に対し て会社に重要な影響を 及ぼ

す事項、 内部監査における 報告、 その他監査役から 求めら れた事項を 速や

かに報告する と と も に、 監査役の往査によ る 指摘事項に関する 対応策につ

いて、 取締役会において適宜結果を 報告する 。

ロ ． 当社及びその子会社の使用人について も 、 監査役から 報告を 求めら れた事

項について速やかに報告する よ う 徹底する 。

ハ． 監査役へ報告を 行っ た当社及び子会社の取締役及び使用人に対し 、 当該報

告を 行っ たこ と を 理由と し て不利な取扱いを 行う こ と を 禁止し 、 その旨当

社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する 。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる 費用の前払又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる 費用又は債務の処理に係る 方針に関する 事項

監査役が監査役監査の職務の円滑な執行を 図る ために必要と する 費用又は債

務について、 職務の執行に必要でな いと 認めら れた場合を 除き 、 会社がその費

用を 負担する 。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われる こ と を 確保する ための体制

イ ． 代表取締役及び取締役は、 常勤監査役と 四半期に1 回以上、 個別に面談する

機会を 設け、 職務の執行状況について報告する も のと する 。

ロ ． 取締役は、 規程等の整備を 通じ て 指名・ 報酬委員会を はじ め、 サス テ ナビ

リ テ ィ 委員会、 労務委員会等の重要な 会議において、 常勤監査役がオブ ザ

ーバーと し て出席でき る よ う にする 。
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ハ． 取締役は、 常勤監査役が会計監査人から 半期及び年度決算のレ ビ ュ ー報告

を 受ける と と も に、 内部監査室を 交え、 会計面でのリ スク 認識や監査上の

論点を 四半期ご と に確認する 三様監査の実施にあたり 、 適宜協力する 。 ま

た、 監査役会と 会計監査人の連携強化においても 適宜協力する も のと する 。

ニ． 代表取締役直属の内部監査室は、 月1 回、 監査役会で月次の活動報告を 行う

と と も に、 年1 回、 内部監査報告を 行う 。 また、 年度の内部監査計画を 監査

役に説明し 、 意見交換する と と も に、 必要に応じ て 監査役と 共同で 往査等

を 行い、 監査上の論点や監査の実施事項に係る 活発な 議論を 行う も のと す

る。

ホ． 代表取締役は、 四半期ご と に監査役会と の会合を 設け、 会社が対処すべき

課題、 監査上の重要な課題等について議論を 行う も のと する 。

⑩ 前記各項において 定めた事項の実施状況については、 適宜取締役、 監査役に

周知するも のと する 。

なお、 反社会的勢力排除に向けた基本的な 考え方と 体制について は、 次のと お

り 定めており ます。

① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループ は、 企業と し て の社会的責任を 全う する ため、 市民社会の秩序

や安全に脅威を 与える 反社会的勢力及び団体と は関係を 持たない。

② 反社会的勢力排除に向けた整備状況

イ ． 当社グループ は、 反社会的勢力及び団体への対応について反社会的勢力排

除規程を 定め、 役職員に対し 、 周知徹底を 図る 。

ロ ． 当社管理本部総務部を 対応部門と し て、 管轄警察署・ 暴力追放推進セン タ

ー等の外部専門機関や顧問弁護士等と 平素から 連携を 図り 、 事案に応じ て

対応する 。

（ 2 ） 業務の適正を 確保する ための体制の運用状況の概要

当事業年度における 業務の適正を 確保する ための体制の運用状況の概要は以下

のと おり であり ます。

① 取締役、 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を 確保する ため

の体制についての取組み

・ 当社は、 コ ン プ ラ イ アン ス管理規程を 制定し 、 全ての役職員に法令、 定款及

び社内規則の遵守はも と よ り 、 企業倫理及び社会規範に沿っ た行動を 徹底す

る と と も に、 当社グループ の新入社員や昇格者を 対象と し たコ ン プ ラ イ アン

ス研修を 実施し たほか、 各部署において職場内研修を 実施いたし まし た。
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・ 当社は、 サス テ ナビ リ テ ィ 委員会の配下に設置し たコ ン プ ラ イ アン ス ・ リ ス

ク 管理部会を 毎月１ 回開催し 、 当社グループ のコ ン プ ラ イ アン スに関わる 体

制・ 事案等の確認、 分析や対策等の検討を 行い、 その状況について 同委員会

が取締役会に報告する 体制を 構築し ており ます。

・ 内部監査室は、 取締役会で承認を 受けた内部監査計画に基づき 、 当社グルー

プ の内部監査を 実施し 、 その結果を 内部監査報告書と し て 取り まと め、 取締

役会及び監査役会へ報告し 、 指摘事項について は、 改善状況を 確認いたし ま

し た。

・ 当社は、 内部監査室及び外部の第三者機関を 窓口と する 内部通報制度の利用

促進を 通じ て、 当社グループ における 法令違反又はそのおそれのある 事実の

早期発見に努めまし た。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する 体制についての取組み

・ 当社は、 法令、 定款及び社内規則に従い、 議事録等の記録を 作成し 、 保存、

管理し 、 取締役及び監査役は、 必要に応じ てこ れを 閲覧、 点検いたし まし た。

③ 損失の危険の管理に関する 規程その他の体制についての取組み

・ 当社は、 リ ス ク 管理規程に基づき 、 サス テ ナビ リ テ ィ 委員会の配下に設置し

たコ ン プ ラ イ ア ン ス ・ リ ス ク 管理部会及びマ テ リ ア リ テ ィ 部会が連携し て、

当社のリ ス ク を 特定する と と も に、 その顕現化の予防のための対応策の策定

及び進捗状況の確認を 行いま し た。 ま た、 損失の危険の管理に関する 状況及

び新たに顕現化し たリ ス ク について は、 事案と 状況に応じ て取締役会に報告

する体制の構築に努めまし た。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われる こ と を 確保する ための体制について

の取組み

・ 当社は、 取締役会規則に従い、 取締役会を 毎月１ 回開催し たほか、 必要に応

じ て臨時に開催し 、 取締役間の情報共有と 迅速な 意思決定を 図っ たほか、 職

務権限規程等によ り 、 各役職者の職務権限及び責任の明確化を 図り まし た。

⑤ 当社及びその子会社から 成る 企業集団における 業務の適正を 確保する ための

体制についての取組み

・ 当社は、 関係会社管理規程に従い、 子会社の重要な業務執行を 当社の決裁事

項又は当社への報告事項と し 、 子会社の事業及び経営を 管理監督いたし ま し

た。

・ 当社は、 コ ン プ ラ イ ア ン ス管理規程及びリ スク 管理規程を 定め、 当社グルー

プ の全役職員に周知・ 徹底する と と も に、 コ ン プ ラ イ ア ン スやリ ス ク マ ネジ

メ ン ト に関する 研修を 定期的に実施し ま し た。 ま た、 サステ ナビ リ テ ィ 委員

会の配下に設置し たコ ン プ ラ イ ア ン ス・ リ スク 管理部会は、 子会社から リ ス

ク 及びコ ン プ ラ イ ア ン ス に関わる 事案等の報告を 受け、 その分析並びに発生

防止や対策に関する 検討、 指導及び監督を 行いまし た。
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・ 当社内部監査室は、 内部監査の実施と 内部通報制度の運用等を 通じ て、 子会

社における 法令違反又はそのおそれのある 事実の早期発見に努めまし た。

・ 当社管理本部経営企画部は、 子会社の事業運営に関する 重要な 事項について

子会社から 報告を 受け、 協議を 行う 等、 子会社の業務の適切な 支援を 行いま

し た。 ま た、 グループ 各社の代表者で組成する 会議を 年３ 回開催し 、 経営方

針や戦略の共有及び事業進捗等の確認等を 行いま し た。 こ れら によ り 子会社

の取締役等が効率的に職務を 執行でき る よ う 努めまし た。

・ 当社は、 当社の取締役又は重要な 使用人を 、 取締役又は監査役と し て 子会社

に派遣し 、 各子会社における 取締役等の職務執行の監督又は監査を 行い、 法

令、 定款及び社内規則に適合する よ う に努めまし た。

⑥ 監査役の監査が実効的に行われる こ と を確保するための体制についての取組み

・ 当社は、 監査役室を 設置し 、 監査役の職務補助に専従し 、 指揮命令権限が監

査役に専属する 使用人を 配置し ており ます。

・ 当社及びその子会社の取締役及び使用人は、 監査役に対し て会社に重要な影

響を 及ぼす事項、 内部監査における 報告、 その他監査役から 求めら れた事項

を 速やかに報告し 、 適宜結果を 取締役会において報告いたし まし た。

・ 当社の代表取締役及び取締役は、 常勤監査役と 四半期に１ 回以上、 個別に面

談する 機会を 設け、 職務の執行状況について 報告を 行いま し た。 ま た、 代表

取締役は、 四半期ご と に監査役会と の会合を 設け、 会社が対処すべき 課題等

についての議論を 行いまし た。

・ 監査役は、 監査役会のほか、 取締役会、 指名・ 報酬委員会、 サステ ナビ リ テ

ィ 委員会等の重要な会議等に出席いたし まし た。

・ 当社の代表取締役及び取締役は、 監査役と 会計監査人と の間で の半期及び年

度決算のレ ビ ュ ー結果の報告のほか、 内部監査室を 加え た三様監査の実施に

あたり 、 適宜協力を し まし た。

・ 内部監査室は、 監査役会に対し 、 月次で活動状況の報告を 行う と と も に、 年

１ 回の内部監査報告を 行いま し た。 ま た、 必要に応じ て 監査役と 意見交換を

行い、 監査に関する 事項の共有や議論を 行いまし た。

・ 監査役が監査役監査の職務の円滑な執行を 図る ために必要と する 費用又は債

務について、 監査役の請求に従い、 職務の執行に必要な 範囲で 会社が負担い

たし まし た。
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会社の支配に関する 基本方針

Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を 支配する 者の在り 方に関する 基本方針

当社はその株式を 上場し 自由な取引を 認める 以上、 支配権の移転を 伴う 当社株式

の大量取得提案に応じ る か否かの判断は、 最終的には株主の皆様の意思に委ねら れ

る べき も のと 考え て おり ま す。 ま た、 当社は、 大量取得行為で あっ て も 、 当社の企

業価値・ 株主共同の利益に資する も ので あれば、 こ れを 否定する も のではあり ま せ

ん。

し かし ながら 、 大量取得提案の中には、 ①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、

企業価値・ 株主共同の利益に対する 明白な侵害を も たら すも の、 ②株主の皆様に株

式の売却を 事実上強要する おそれがある も の、 ③対象会社の取締役会や株主の皆様

が大量取得行為の条件等について検討し 、 ある いは対象会社の取締役会が代替案を

提案する ための十分な時間や情報を 提供し ないも の等、 対象会社の企業価値・ 株主

共同の利益を 毀損する も のも 少なく あり ません。

当社は、 当社の財務及び事業の方針の決定を 支配する 者は、 当社の企業価値の源

泉を 十分に理解し 、 当社の企業価値・ 株主共同の利益の継続的な 確保・ 向上に資す

る 者で ある べき で あり 、 当社の企業価値・ 株主共同の利益を 毀損する おそれのある

大量取得提案を 行う 者は、 当社の財務及び事業の方針の決定を 支配する 者と し て 適

当で はないと 考えま す。 し たがっ て、 こ のよ う な 者によ る 大量取得行為に対し て は

必要かつ相当な手段を 採る こ と によ り 、 当社の企業価値・ 株主共同の利益を 確保す

る 必要がある と 考えます。

Ⅱ 具体的な取組み

（ A ） 当社の財産の有効な 活用、 適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資

する 特別な取組みについて

（ １ ） 中期経営計画

当社は、 外部環境の変化を 含む現状の課題認識に鑑み、 2 0 3 0 年目標の達成に向

けた取り 組みを 更に力強く 推進する べく 、 2 0 2 6 年3 月期を 初年度と する ５ カ 年計

画「 中期経営計画Ro a d to 2 0 3 0 」（ 以下「 本計画」 と いいます。） を 策定し 、 更

なる 企業価値の向上を 図っ てまいり ます。

①本計画の方針

当社は、「 樹と と も に、 人と 暮ら し を つなぎ、 はぐ く み、 彩り ある 未来を つく
り ま す」 を 社会的存在意義と 定義し 、 地球温暖化対策と し て 重要な役割を 担う
森林資源の循環利用に向け、 当社のルーツ で あり 、 エ コ マ テ リ ア ルで ある 木材

の利活用を 通じ て、 経済価値のみな ら ず、 社会価値及び環境価値の向上と 社会
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課題解決の一翼を 担う べく 、 本計画に掲げた諸施策を 確実に実行し て いく こ と
で、 成長の加速と 飛躍的進化を 図り 、 更な る 企業価値の向上を 実現し て ま いり
ま す。

②定量目標

本計画最終年度で ある 2 0 3 0 年3 月期は、 売上高3 ,0 0 0 億円、 営業利益7 5 億
円、 親会社株主に帰属する 当期純利益4 5 億円を 定量目標と し ており ます。

また、 本計画の主要な 財務指標と し て、 計画期間中の投資活動を 踏ま え、 減

価償却費及びのれん償却額を 営業利益に加算し て本業の収益力を 示すEBITD A、
資産の効率性を 示すRO A を 設定し て いま す。 2 0 3 0 年3 月期は、 RO E6 .0 ％超、

EBITD A1 0 0 億円、 RO A2 .0 ％以上を 目標と し ており ます。

【 資本コ スト に対する 現状分析】

当社の株主資本コ スト の水準は、 CAPM によ る 推計で5 〜6 % と 認識し ていま
す。 W ACCについては、 CAPM によ る 株主資本コ スト と 負債コ スト を 加重平均
し て2 .3 〜3 .4 % と 算出し ていま す。 RO E向上への取り 組みを 推進し 、 株主資本

コ スト を 上回る RO Eの実現を 目指し てまいり ます。

また、 PERは6 〜7 倍程度にと ど ま っ て いま す。 こ れは、 当社を 取り 巻く 経営
環境や事業の成長可能性に係る 将来に向けて の株式市場から の評価と 考えら れ
る こ と から 、 当社はこ れを 真摯に受け止め、 PERを 向上さ せる ため、 本計画に

掲げる 成長ド ラ イ バーを 選定し 、 よ り 収益性の高い事業への経営資源の配分に
注力し てまいり ます。

③株主還元

株主の皆様への利益還元を 安定かつ充実さ せる ため、 今後の成長と 競争力強
化のための資金需要等を 勘案し つつ、 中長期的な 持続的成長を 通じ た累進配当
を 導入し て おり ま す。 本計画で は2 0 3 0 年3 月期ま で毎期7 円増配し て いく 計画
と し ており ます。

また、 株主の皆様の日頃から のご 支援に感謝する と と も に、 当社株式への投

資魅力を 高め、 よ り 多く の株主の皆様に、 よ り 長く 当社株式を 保有し て いただ
く こ と を 目的に、 株主優待制度を 導入し ており ます。

④成長ド ラ イ バー

当社は、 2 0 3 0 年目標の達成に向けて、 次に掲げる 成長ド ラ イ バーで取り 組み

の更なる 推進を 図り ます。

【 超・ 新築】

主要マ ーケッ ト である 新築住宅市場が長期的に縮小傾向にある 中、 環境貢献
度の高い木材の活用や国産材の取り 扱い強化を 推進する と と も に、 住宅ス ト ッ
ク ビ ジネスの拡大に取り 組み、 収益基盤の更なる 安定に努めてまいり ます。

・ 国産木材の供給
・ 非住宅木造建築

・ 中古マン ショ ン 買取再販
・ 賃貸管理
・ マン ショ ン 総合管理

【 超・ 物流】

国を 挙げて Z EH化の動き が加速する 中、 エネルギー関連商品を 含め、 躯体・
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住宅設備機器等、 ト ータ ルでの提案販売を 強化し てま いり ま す。 また、 規制強
化を はじ め変革が進む物流業界において、 全国の物流拠点を 活用し 、 建築現場
へのラ ス ト ワン マイ ル機能を 発揮する と と も に、 部位別施工への対応等、 機能

強化を 図っ てまいり ます。

・ エネルギー関連商品の供給
・ 物流

【 超・ 領域】

国産材の更な る 利活用に向けて、 多様な 分野で コ ン ポーネン ト と し て の用途
を 拡大し 、 付加価値の高い木質マ テ リ ア ルメ ーカ ーを 目指し ま す。 ま た、 木造

建築において設計、 積算、 発注、 施工、 物流に至る データ の共有化を 図り 、 業
界全体の業務効率化に貢献し ま す。
・ 無垢国産材のコ ン ポーネン ト 展開
・ 木造建築業界の流通プ ラ ッ ト フ ォ ーム

【 主体的な風土の確立】

・ 事業戦略を 実現する ために必要な人材戦略

住まいと 暮ら し 領域における 専門スキルの拡充(有資格者延べ1 ,5 0 0 人
体制の構築)
外部人材の登用(D X、 経営人材)

キャ リ ア採用の拡充(2 0 3 0 年までに1 0 0 名採用)
サク セッ ショ ン プラ ン によ る 次世代経営層の育成

・ エン ゲージメ ン ト の向上

2 0 3 0 年3 月期サーベイ スコ ア1 0 p tアッ プ（ 2 0 2 4 年3 月期比）
・ D E& I推進

・ 健康経営の推進

【 社会的使命の達成】

・ リ スク マネジメ ン ト 強化

・ 自社排出量（ Sco p e1 ・ 2 ） の削減及びカ ーボン ニュ ート ラ ルの継続
・ サプラ イ チェ ーン 排出量の実質ゼロの実現

⑤環境目標の進捗状況

2 0 2 6 年目標で あ っ た 当社グ ルー プ の事業活動に お け る Sco p e1 （ 直接排

出）・ Sco p e2 （ エネルギー使用に伴う 間接排出） のカ ーボン ニュ ート ラ ルを 早
期に達成する こ と がで き ま し た。 今後は、 自社排出量のカ ーボン ニュ ート ラ ル

を 継続し つつ、 次なる 目標で ある 、 2 0 3 0 年にSco p e3 （ サプラ イ チェ ーン で 発
生する その他の間接的排出） を 含む当社グループ のサプ ラ イ チェ ーン における
カ ーボン ニュ ート ラ ル、 2 0 5 0 年にバリ ュ ーチェ ーン 全体でのカ ーボン ニュ ート

ラ ル実現を 目指し てまいり ます。

（ ２ ） サステナブ ル経営の推進

①サステ ナビ リ テ ィ 委員会
当社は、 代表取締役社長を 委員長と し 、 取締役等によ り 構成さ れる 「 サス テ

ナビ リ テ ィ 委員会」 を 設置し て おり ます。 本委員会は、 サステ ナビ リ テ ィ に関

する 事項全般を 統括し 、 当社グループ のサス テ ナビ リ テ ィ の推進に関する 基本

方針や戦略、 事業活動等に関する 計画及び進捗について 審議し 、 重要事項は取
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